
平成２６(2014)年３月１３日 

  新２・３年生保護者の皆さまへ 

大阪市立中島中学校 

校長  井川 秀一 

 

中学校給食（４月分）の申込みについて（お知らせ） 

 

 平素は本校の教育活動の推進にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 

さて、平成 26 年４月から中学校新２・３年生の給食については、引き続き家庭弁当との

選択制になります。申込方法・支払方法が変わりますが、詳細は本日配付した「中学校給食

利用ガイド」をご覧ください。申込まれるご家庭は期日までに申込手続を済ませていただき

ますようお願いします。 

記 

 

１ ４月分の申込方法 

（１） インターネットで申込む（ユーザーＩＤとパスワードをご用意ください。） 

【申込期間】 平成 26 年３月１８日（火）～３月３１日（月） 

  ※５月以降の申込受付期間は、給食を開始する前月の５日～２０日です。 

  ※ユーザーＩＤ等が不明な場合は、学校（副校長）までお問い合わせください。 

 

(２) 給食申込書（紙様式）を学校に提出して申込む 

【申込期間】 平成 26 年３月１８日（火）～３月２８日（金） 

※「給食申込書」は、裏面に印刷しているものを利用してください。 

※５月以降の申込受付期間は、給食を開始する前月の５日～１８日です。 

※上記（１）（２）とも５月以降の給食を停止する場合は、インターネットで「申込停

止」するか、「給食停止依頼書」を学校に提出してください。 

 

２ 給食費の支払 

（１） 口座振替での支払 

事前に預金口座振替依頼書に記載した預貯金口座から口座振替されます。 

４月・５月分の給食費は、平成 26 年５月１２日（月）に口座振替されます。 

 

（２） 納付書での支払 

毎月、学校から納付書をお渡ししますので、金融機関等で納入期限内にお支払ください。

※学校へ現金をお持ちいただくことはできません。 

 

３ その他 

・中学校給食の申込は１ヶ月単位で給食を開始する前月までに申込んでください。 

・平成 26 年度からは、一度申込むと、申込停止手続きをされない限り、毎月給食が提供

され、給食費をお支払いいただきます。 

・生活保護世帯の方は、教育扶助費の対象となり、申込をすることで給食を食べることが

できます。 

・就学援助費を適用していますが、支給額は給食費の２分の１の額になります。 



年  月  日 

学校長 様 

給 食 申 込 書 

  

中学校給食を次のとおり、申込みます。 

  

記 

  

１ 給食を開始する月とユーザーＩＤを記入してください。 

開 始 月 
 

ユーザーＩＤ（数字８ケタ） 

４ 月 分 
 

４ ２ ３ １ 
    

           
 

２ 給食を申込む生徒名等を記入してください。 

学 校 名 学年 組 出席番号 生徒名（カナ） 

中島中学校 
    

  

※インターネットを利用して申込まれる方は、ご提出の必要はありません。 

※一度申込むと、申込停止手続きをされない限り、毎月給食が提供され、給食費をお支払い 

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込受付期間のご案内：平成 26 年４月分   【３月 18 日(火)～３月 28 日(金)】 

平成 26 年５月分以降 【給食を開始する前月の５日～18 日】 

※ 詳しい申込方法等は、「中学校給食利用ガイド」を参照してください。 

はじめに 

・給食を利用するた

めに必要なユーザ

ーＩＤパスワードを記

載した書類を、学校

から受け取ります。 

 

・「学校給食にかか

る確認書兼委任状・

同意書」を提出しま

す。 

 

給食の申込 

（前月 5日～18 日） 

給食を開始する前月の期

日までに１ヶ月単位で申込

みます。申込方法は、①・

②のどちらかになります。 

① インターネット 

（パソコン・携帯電話・スマ

ートフォン） 

②学校へ申込書を提出 

※インターネットは前月 20

日まで申込可能 

事前に選択したＡ・

Ｂどちらかの方法で

給食費を支払いま

す。 

Ａ 預貯金口座から

の口座振替 

Ｂ 納付書による金

融機関での納付 

 

 

 

給食費の 

お知らせ 

給食費の支払 

（当月 10 日頃） 

毎月の給食費と支払

期日を記載した「学校

給食費決定通知書」

を学校から受け取り

ます。 

 

 

 

 

 

 

給食を食べるまで 


